
第⼀回の議論の振り返り、
クレジットカード、電⼦マネー、コード決済に係
るコスト構造、消費者周知のあり⽅、店舗調

査の進捗について

2021年10⽉18⽇

経済産業省 商務・サービスグループ
キャッシュレス推進室

資料３



1.第⼀回の議論の振り返り

2.クレジットカード、電⼦マネー、コード決済
に係るコスト構造

3.消費者周知のあり⽅素案

4.キャッシュレス決済に係る店舗における検
証の進捗

1



コスト構造分析
 委員からの主な意⾒は、下記のとおり。
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（決済サービスの提供側の委員）
 何をもってコストが適正と評価するのかは、店舗や事業者等の⽴場により考え⽅が異なる。前提と

して、コスト低減は本来事業者間の競争に委ねられていることから、少なくとも健全な競争を阻害す
るような動きは避けるべき。

 検討においては、商習慣が⽇本と異なることは前提とした上で、モデルとなる海外のイシュア・アクワイア
ラの収⽀構造があれば参考になる。

 インターチェンジフィーの開⽰や変更は、消費者を含む各ステークホルダーに影響し、利⽤促進や不正
利⽤対応・未収リスクなどの安⼼・安全なキャッシュレス決済の阻害要因になる可能性もあることか
ら、慎重に検討すべき。

 インターチェンジの仕組みに対する理解を深めていただくとともに、インターチェンジを介さない取引がある
ことについても関係者の理解が進むことは望ましい。総合的に加盟店側が決済事業者やサービスを
⾃由に選択できる環境の整備が有意義。

 コストは加盟店の導⼊の障害となっているため、現状を明らかにするとともに、業界全体の状況を考
慮した議論をすべき。

 昨年の中⼩店舗向け加盟店⼿数料等の情報開⽰の評価を伺いたい。個社としての⽉６回振込
等の実施については特段の反響はなかったが、世の中全体の状況を確認したい。



3

（決済サービスの導⼊側の委員）
 導⼊費⽤・加盟店⼿数料・レジのオペレーションの煩雑化が店舗側の課題。特に、費⽤⾯の負担

は⼤きい。
 決済⼿数料が事業者の営業利益率を上回り、負担が重い。⾃社の電⼦マネーを活⽤する等により

⼿数料率を下げる努⼒をしているところもある。
 中⼩加盟店からすると、⾃社が⽀払った決済⼿数料が⾃社への還元ではなく決済事業者として顧

客の囲い込み費⽤に充てられるとなると、納得しづらい。消費者還元分は消費者負担で賄い、店
舗⼿数料を引き下げる形が良いのではないか。

（その他の委員）
 インターチェンジフィーの標準料率の公開は第⼀歩。標準料率が⼀つのベンチマークとなり、クレジット

カード会社間で料率の協定を促す協調促進的慣⾏になっていないかも注視すべき。
 公正取引委員会の重要な提⾔から2年が経過。この先の展望が⾒えるような議論がなされるべき時

期。
 加盟店⼿数料について、加盟店の期待する⽔準と実際の⽔準にギャップがあることを⽰すべき。
 加盟店⼿数料が上昇すると、商品や役務の価格に転嫁する可能性があり、事業者だけでなく、消費

者にも影響が⽣じる可能性がある。コスト構造分析の影響は、対加盟店市場と対ユーザー市場と
いう市場の両⾯性、多⾯性から検討することが有益。

 決済事業者の囲い込みが⾏き過ぎ、排他的な取引慣⾏が横⾏すると、消費者への弊害も発⽣する。
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 コスト構造分析や透明化は重要だが、適正化に関しては前回の公取委の調査の際はカード会社と加
盟店との関係では独占禁⽌法上の問題はないとされている。適正化の議論は誰の⽴場で議論する
のかにより異なるうえ、競争阻害にならないか、センシティブな問題であることを⼗分に認識する必
要がある。

 オブザーバーからの主な意⾒は、下記のとおり。



競争領域・協調領域関連
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 委員からの主な意⾒は、下記のとおり。

（決済サービスの提供側の委員）
 協調領域と競争領域の境界については、⺠間事業者の⽴場だけでは判断が難しい論点であること

から、官⺠での検討が必要。
 テクノロジーの進展に伴って、従来からの競争領域が成熟した領域へと変化してきている。そのような

中で、改めて協調領域を⾒直すことは重要。
 各社により協調領域・競争領域の範囲が異なる。議論に時間のかかるものも多いため、本検討会の

場では短期的に決めるべきものと⻑期的に決めるべきものを仕分けして議論を進める必要があるの
ではないか。

 不正取引の⼿法に関する意⾒交換を事業者間で実施しても、各社のノウハウに影響する部分もある
ことから、うまく協調できていない。協調の範囲等に関する基準を本検討会の場で議論できると良
い。複数の関連業界団体による緩い連携も有効。



政策的意義・指標の検討
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 委員からの主な意⾒は、下記のとおり。

（決済サービスの提供側の委員）
 本検討会での議論にあたっては、改めて、キャッシュレス決済の拡⼤⽬的を消費者、店舗、政府、決

済事業者等の各関係者間で確認・合意し、共通認識としたうえで、その⽅策について議論していくべ
き。

 キャッシュレス決済普及の指標として、従来の⾦額ベースのキャッシュレス決済⽐率に加え、消費者・
加盟店にとってのキャッシュレスの浸透度合いの実感に合うものとして、決済回数を評価すべきではな
いか。

 ⾦額ベースの指標についても、分⺟となる⺠間最終消費⽀出から「持ち家の帰属家賃」を除き、より
キャッシュレス決済が浸透しているとのメッセージを打ち出してはどうか。

 オブザーバーからの主な意⾒は、下記のとおり。

 現在の KPI は国際⽐較のために有⽤であるが、課題もあるので、消費者の実感にあった別の⼿法
も検討が必要である。



普及促進にあたっての周知⽅法等
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 委員からの主な意⾒は、下記のとおり。

（決済サービスの提供側の委員）
 ⼤局的に⾒れば、中⼩加盟店対応はキャッシュレス決済⽐率押上に向けてのファーストプライオリ

ティではない。ポイント還元事業の実績値からの試算では、未利⽤中⼩店舗のキャッシュレス化による
キャッシュレス決済⽐率の押上効果は最⼤３％程度。キャッシュレス環境の整っているコンビニでも
キャッシュレス決済⽐率は４割程度であり、消費者のキャッシュレス利⽤の底上げの⽅が遥かに重た
い課題。

 デジタル化の進展ということ⾃体が、豊かな購買体験や効率的かつ安全な購買を促進するものであ
るため、そういった視点も明らかにすべき。

 社会のデジタル化に伴い、公共のキャッシュレス化がデフォルトになっていくことでキャッシュレスが定着
し消費者にとってもキャッシュレスの習慣化が期待できるかもしれない。

 クレジットカード使⽤者からは「いくら使ったか分からない」「どれを選べばよいのか分からない」といっ
た声がある。こういった消費者の声に対して、どのような形で既存のメリットを訴求していくか、また業界
としてサービスレベルを上げるためのイノベーションについても議論を進めたい。

 導⼊後⼀気に定着した ETC や交通系電⼦マネーの事例、税制と絡めてキャッシュレス決済を推進し
た韓国等の海外事例等が参考になるのではないか。
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（決済サービスの導⼊側の委員）
 決済サービスがたくさんあると、消費者も加盟店も悩むことになり、管理コストも増加する。解決⽅法と

して、API やアプリで管理し分かりやすくする⽅法と、乱⽴しているサービスを⼀つに束ねる⽅法があ
る。キャッシュレス決済⽐率を上げるには、与信無しの決済⼿段については中銀デジタル通貨に統⼀す
ることも選択肢ではないか。

 中⼩企業の経営者にはコスト削減のメッセージは響かず、売上に関する内容の⽅が訴求⼒があ
る。

（その他の委員）
 多数のサービスがあり、決済内容の管理が難しいという消費者の不安払拭や利便性向上のために

API やアプリ等による⼯夫が⼀⼿段となるが、そのためには、API 等の業界標準化が重要。業界標
準化は顧客⽬線での整理と、今後の参⼊やイノベーションを阻害しない形態が望ましい。

 議論した内容を本質的に意味のあるものにするためには、どのように店舗や消費者に落とすのか、より
具体的に検討する必要がある。例えば周知⽅法についての KPI の設定等により、中⼩事業者や
消費者への浸透度を評価する必要がある。

 キャッシュレス決済普及のために、消費者がメリットを理解し享受できるように消費者・⽣活者の⽬
線が必要。分かりやすく消費者に伝わる⽅法や媒体等について検討すべき。
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 消費者に現⾦からキャッシュレス決済へ移⾏してもらうことが重要である。キャッシュレス・ポイント還元
事業の影響も⼤きかったと認識しており、キャッシュレス決済の利⽤を促進する政策の議論も必要で
ある。

 キャッシュレス決済の普及には、必要性と有⽤性の観点が重要である。E コマースでは消費者・加盟
店双⽅にとっての必要性、有⽤性から、⼤半がキャッシュレス決済となっている。

 キャッシュレス決済に対して、消費者には使いすぎや、サービスが多すぎて使うべきものが分からないと
いった声がある。また、加盟店には、様々なアクワイアラーやカード会社の管理画⾯が別々であり、総
売上が分からないといった課題がある。API や新しい技術の活⽤が対策になりうるが、そのためには
API の標準化を進める等の対応が必要となる。

 現⾦の⼊り⼝（給与⽀払い）から出⼝（購買）までのプロセス全体で⾒ると、どこにボトルネックが
あるか分析すると、コスト削減等につながるのではないか。

 オブザーバーからの主な意⾒は、下記のとおり。



店舗のメリット検証
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 委員からの主な意⾒は、下記のとおり。

（決済サービスの提供側の委員）
 昨年度の検討では、現⾦取り扱いコストの⾒える化には⾄っていないことから、この点も含めて⽐較

検証が必要。
 キャッシュレス決済⼿段の多様化に伴い、加盟店のオペレーションの負担が拡⼤することがあるため、加

盟店の業務効率化の⽅策についても深掘りすべき。
 ⾮接触の清潔性等の定性的なメリットを踏まえた上で、定量的なメリットを⽰すべき。

（決済サービスの導⼊側の委員、その他の委員）
 キャッシュレス・ポイント還元事業の影響は⼤きかった。現在は⾃治体と決済事業者がコラボレーション

したキャンペーンが好調で、キャンペーン最終⽇に８割がキャッシュレス決済になった店舗もある。キャッ
シュレス決済実態調査アンケートで、店舗がキャッシュレスを導⼊しない理由に「客からの要望がな
い」とあったが、消費者が、使える店舗を選別していることは明らかである。多様なキャッシュレス決済
の導⼊は⼩売店にとって販促、集客の意味が⼤きい。

 現⾦取り扱いコストについて、現⾦決済が少しでも残っていれば、レジ締めの業務は必ず発⽣するこ
とに留意すべき。

 現⾦取り扱いコストについては、有料化が進んでいる両替⼿数料も加味すべき。
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（決済サービスの導⼊側の委員、その他の委員）(つづき)
 キャッシュレス決済を導⼊するメリットがあるかどうかを簡易的に判定するツールを、ネットで提供して

はどうか。必要な内容・数字等を⼊⼒し、判定ボタンを押すと、「導⼊するとメリットが⼤きい」旨の判定
結果が表⽰されると、事業者にとって分かりやすいと思料。



店舗への周知広報
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 委員からの主な意⾒は、下記のとおり。

（決済サービスの提供側の委員）
 キャッシュレス決済導⼊のメリットについて、中⼩事業者と個⼈事業主にはコスト削減に関するメッセー

ジはほとんど響かない。売り上げ増加や来客数増加等のメリットを⼿厚く出すことが重要。
 消費者に対するキャッシュレスの訴求ポイントについて、安⼼・安全については⼗分に伝わっておらず、

漠然とした不安感がある。⽇本クレジット協会が公表している不正利⽤の発⽣額等を決済⼿段の
種類ごとに可視化し消費者へ伝えることが重要。

 消費者⽬線でのキャッシュレス決済のメリットのうち、利得性は競争領域である。各社共通部分とし
て、利便性やキャッシュレス決済の安全・安⼼の周知⽅法を議論すべきではないか。

（その他の委員）
 キャッシュレス決済実態調査アンケートによれば、店舗がキャッシュレスを導⼊しない最⼤の理由は、

「客からの要望がない」となっているが、要望がなくても、実際には消費者がキャッシュレス決済可能な
店舗を選別しており、店舗が気づかないうちに機会損失が発⽣している可能性がある。この点を消
費者アンケート調査で検証し、店舗への周知⽅法を検討すべき。
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 キャッシュレスを導⼊しない理由として、消費者から要望がない、導⼊のメリットがないと⽰されている
が、消費者がキャッシュレス決済未導⼊の店舗を回避している実情があり、それを⽰す調査もある。
そのことを加盟店が認識すれば導⼊が進むだろう。加盟店に伝えていく努⼒が必要である。

 オブザーバーからの主な意⾒は、下記のとおり。
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クレジットカード業界における不正対策コストの増⼤
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 不正対策の費⽤については、他のシステムや業務との不可分性が⾼いため、
単体でのコスト管理は難しいものの、その負担が⾼まっているとの声が聴かれた。

不正対策に係る投資・費⽤の例

分野 不正対策内容
事業全般での対策 PCI DSS対応 3D secure対応

発⾏カードのIC対応
会員管理 与信企画 ⼝座情報確認

⼊会審査 途上与信
本⼈確認

不正取引検知・対策 不正取引検知 不正ログイン以外の不正アクセス対
策

不正ログイン対策 不正使⽤調査（クレーム対応・
データ確認）

チャージバック管理 不正使⽤時の特別モニタリング
加盟店管理 加盟店審査 データ漏洩事案への対応

加盟店の途上管理
その他 消費者への注意喚起・啓発 加盟店への助⾔や注意喚起

カード事業者*からは、以下の声が聞か
れた。

 不正対策を⽬的とした⼗数億円の
投資は数年に⼀度のスパンで⽣じ
る。不正内容が変化するため、その
対応が必要。

 不正対策関連のシステム減価償却
や現場でかかっているコストは⼗数
億円規模。

 不正対策、モニタリング等に関する
運⽤費⽤は、ここ数年、毎年、3〜
5割の増加傾向が続いている。

*:調査対象は委員外含む















【参考】コスト分析の際に想定した決済端末の仕様について
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 各決済⼿段の中⼩事業者へ導⼊に際し、様々な決済端末が⽤いられている。

 当分析においては、中⼩企業の各決済の導⼊に際し、多く採⽤されていると考えられる端末を仮
定し、分析の前提条件とした。

コスト分析の前提とした各決済⼿段導⼊の際の決済端末

導入決済手段 想定する決済端末内容 端末価格

クレジットカード クレジット決済専用端末 10万円/台

電子マネー クレジット・電子マネー共用端末 14万円/台

コード決済 Androidハンディ端末＋プリンター 5万円/台
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ナッジの活⽤で留意すべきポイント

33

【効果の有無/持続性の留意点】
 ⾏動変容を促したい対象の⼼理的要因に対応した適切なメッセージを作成する必要がある。
 ナッジを活⽤することでキャッシュレスの決済⽐率が向上するか否か、そのメッセージが効果的か、

実際に周知・広報を開始するまで不明瞭な部分が多い。
– 省エネ・ワクチン接種・⼝座振替等、⾏動変容を促した事例は数多く存在するが、キャッシュレス決済

の推進を促すためのナッジの活⽤は過去に検討されていないと認識。
 メッセージは複数種類作成し、オンライン調査または⼩規模エリアでのランダム化⽐較試験

（RCT）を通して効果的なメッセージを定めた後、全国展開することが望ましい。
 ⼀般的にナッジは1回⽬が最も効果があり、回数を重ねることで効果が低減する。

– ただし、社会的によい⾏動であること（社会的意義）を⽰した場合、効果の継続性が⾼まる。
【倫理的・道徳的観点での留意点】
 ナッジの本来の⽬的である”⼈々が⾃分⾃⾝にとってより良い選択を⾃発的に取れるように⼿助

けする”⽬的で利⽤すれば、倫理的・道徳的問題はない。
– ⾏動の強制や価値観の否定に繋がらないよう留意する必要がある。

 ナッジはより良い選択を促すために使うべきである。そのため、前提条件として「キャッシュレス決
済の利⽤は社会や他者にとってメリットがあること、善であること」を伝える必要がある。
– そうした⽬的とはずれたもの、例えば⼈をだますための⾏動経済学的バイアスの悪⽤は、個⼈や社会の

厚⽣を下げてしまうものとして「スラッジ」と呼ばれており、悪⽤は強く禁⽌されている。







今後の調査計画
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 今年度は、周知・広報案の作成まで実施する予定である。

ターゲットの選定
課題要因の特定

周知・広報案の作成

• ターゲットの選定
（性別/年代/利⽤頻度/居住地等）

• キャッシュレス決済を利⽤しない原因の特定

• 上記効果検証を踏まえたメッセージの作成
• 広報媒体の検討

検討事項

効果検証② • キャッシュレス決済の利⽤開始/未開始の消費者にヒアリング
• ⾏動変容を促す、より好ましいメッセージの検討

メッセージ案の検討と提⽰
効果検証① • メッセージ案の検討

• メッセージ案の提⽰と⾏動変容の確認



1.第⼀回の議論の振り返り

2.クレジットカード、電⼦マネー、コード決済
に係るコスト構造

3.消費者周知のあり⽅素案

4.キャッシュレス決済に係る店舗における検
証の進捗
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キャッシュレス決済に係る店舗における検証 検証仮説 ＊︓計測期間に店舗で作業が発⽣すれば、計測実施。

 キャッシュレス決済に係る店舗における検証においては、投資による売上拡⼤および費⽤削減に関する各仮説を検
証する。

 各仮説については、以下の表にある⽅法で調査し、各調査の結果から総合的に検証する。※詳細は計測調査に記載

分
類 # 業務内容 検証仮説

検証に向けた調査⽅法

アン
ケート

ヒア
リング

計測
調査

売
上
の
拡
⼤

1 客単価増 • キャッシュレス決済の導⼊によって、客単価が増加する ● ● -
2 新規顧客拡⼤ • キャッシュレス決済の導⼊によって、来店客数が増加する ● ● -
3 来店回数向上 • （消費者調査で検証） - - -
4 ポイント等による新たな販売促進 • 決済データを活⽤したデータ分析や販促が可能になる ● ● -

費
⽤
の
削
減

5

DX

に
よ
る
業
務
効
率
化

店内・店外における現⾦移動 • 釣銭準備︓レジに棒⾦を⽤意する頻度は、キャッシュレス導⼊済／未導⼊による差は少ない
• 売上⾦移動︓レジから売上⾦を移動する頻度はキャッシュレス導⼊済／未導⼊による差はない ● ● ●＊

⽇次売上集計・違算⾦確認 • キャッシュレス利⽤率が⾼いほど現⾦の取扱⾦額は少なくなるため、⼯数が削減される ● ● ●

⽇次実績レポートの作成・連携 • 「レポート印刷→FAXで本部へ送信など、レポートの作成と連携に断崖があるケース」、「レポート
を印刷することなく本部へ連携が可能なケース」等があるがシステム連携により⼯数が削減される ● ● ●

⾦融機関での売上⾦振込 • キャッシュレス導⼊によって、⾦融機関へ⾏く頻度は減る ● ● ●＊
⾦融機関での両替 • 両替の頻度が減ることで、⼿数料も削減される ● ● ●＊
実績確認（⽉次・年次） • 頻度（例︓定期的に実施できていない）やオペレーション（例︓⽇次（⽉次）レポートを全て

印刷し、⼿作業で集計・確認する）は多様だが、システム連携により⼯数が削減される
● ● ●＊

財務会計処理 ● ● -
6 未回収リスクの低減 • 不払いやなどによる未回収リスク低減される ● ● -
7 現⾦取扱リスクの低減 • 店舗で取り扱う現⾦が減ることで、盗難・消失のリスクや、違算⾦の発⽣頻度が減少 ● ● ●
8 ⽀払の迅速化 • 現⾦と⽐べ決済時間が短縮される/レジオペの煩雑化により決済時間が増加する ● ● ●
9 衛⽣⾯の向上 • 現⾦を扱わないことで、接触頻度が減り、衛⽣⾯が向上する ● ● -
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店舗WEBアンケート・店舗ヒアリング 実施概要
 店舗WEBアンケートは、⼩売業、宿泊業、飲⾷業、⽣活関連サービス業の中⼩企業に対して、実施する⽅針。

 店舗WEBアンケートに回答した事業者の中から選定し、ヒアリングを実施。
キャッシュレス導⼊のメリットやデメリットについて、調査を⾏う。

対象業種：⼩売業、宿泊業、飲⾷業、⽣活関連サービス業
対象事業規模：中⼩企業（従業員数：⼩売業50⼈未満、サービス業100⼈未満）
キャッシュレス導⼊状況：導⼊済みの店舗、未導⼊の店舗

⼤項⽬ 調査項⽬

店舗属性情報
• 業種・規模（従業員数、売上⾼、客単価、売場⾯積）
• 各種情報（導⼊しているキャッシュレス決済⼿段、POSレジの種類など）
• キャッシュレス決済の導⼊時期

キャッシュレス決済の導⼊状況・経緯
• キャッシュレス決済を導⼊した理由
• キャッシュレス決済導⼊の経緯
• キャッシュレス決済導⼊の際に発⽣したコスト
（レジ端末費⽤、POS連携、各種システム連携等）

キャッシュレス決済の導⼊効果（定性） • キャッシュレス決済のメリット/デメリット

キャッシュレス決済の導⼊効果（定量） • キャッシュレス決済のメリット/デメリット
※キャッシュレス導⼊前後の現⾦取り扱いコスト・⼯数の変化など

決済⼿数料 • キャッシュレス決済の加盟店⼿数料
• 加盟店⼿数料の価格感度

ペーパーレス
• 紙の控えの保管・利⽤状況
• 紙の控えを発⾏しない場合のデメリット
• 電⼦交付する場合のメリット/デメリット
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先進店舗ヒアリング 実施概要と主な調査項⽬
 キャッシュレス決済をより効果的な形で導⼊できる⽅法を検討するため、店舗WEBアンケートに回答した事業者の

中から選定し、中⼩店舗のキャッシュレス決済の先進的な取組みについてヒアリングを実施する。

 キャッシュレス決済と各種サービス・システムの相乗効果により、⽣産性が向上すると考えられる事例のヒアリング結果
を検証する。

 導⼊されている取組の内容に応じて、２つのグループに分けてヒアリング対象を分類する。

A：主に店頭業務に係る取組 B：主にバックオフィス業務に係る取組
ヒアリング対象 • セルフレジ／セミセルフレジ、モバイルオーダー、フルキャッシュレス

等を導⼊している中⼩⼩売り、飲⾷、サービス業等の店舗
• キャッシュレスを導⼊しており、かつシステム連動している中⼩⼩
売り、飲⾷、サービス業等の店舗
※システム連動は給与・会計システム等との連動を想定

ヒアリング項⽬案
（検証項⽬案）

• ⽀払いの迅速化
• DXによる業務効率化
• 現⾦取扱リスクの低減
• 客単価増
• 新規顧客拡⼤
• 来店回数向上
• ポイントなどによる販売促進の効果 ※実施状況による

• ⽀払いの迅速化
• DXによる業務効率化
• 現⾦取扱リスクの低減
• 客単価増
• 新規顧客拡⼤
• 来店回数向上
• ポイントなどによる販売促進の効果 ※実施状況による



ペーパーレス化に係るこれまでの検討

 ⼀部、業界の取組でペーパーレス化が進んでいるところもあるが、法律や各種ルールにより交付・保管義務があるのが現状。

 昨年度は、決済⼿段別の書⾯控の交付・保管義務について現状整理を⾏った。

決済⼿段別の書⾯控の交付・保管義務に関する現状整理

法律による
制限の対象

法律以外の
各種ルール
による制限

の対象

消費者控 加盟店控 カード会社控
書⾯交付義務 書⾯保管義務 書⾯保管義務

クレジットカード

法律
マンスリー 無

無 無※2
※1 書⾯交付、電磁的⽅法による提供のいずれかの⽅法

での提供が可能であること
割販法 分割・リボ ※1 ※2 電磁的⽅法による提供は可

ブランド
ルール

多くのブランド 無※2
無

無

上記以外 有 有※3 ※3 アクワイアラに対し⼀定期間の保管や、イシュアが請求し
た場合の提出を義務付け

加盟店規約
多くの事業者

無※2
無

有※5

※4 加盟店に対して⼀定期間の保管や、カード会社が請求
した場合の提出を義務付け、その際、電磁的⽅法によ
る保管も可。

上記以外 有※4 ※5 加盟店から伝票保管センターやアクワイアラへ売上票を
送付する旨の規定有

電⼦マネー

法律 資⾦決済法 無 無 無

加盟店規約

多くの事業者 無※2

無 無
上記以外A ※6

※6 決済時に残⾼を消費者に確認してもらうことを必須とし
ているため、カード型電⼦マネーで、かつ、決済端末に
残⾼を表⽰する機能が無い場合には、現状、残⾼を印
字して対応することになる。

上記以外B ※7
※7 残⾼確認ができることを規約上求めていなくとも、残⾼

確認ができるように原則印字する仕様を端末メーカーに
依頼している。

コード決済
法律 資⾦決済法 無 無 無

加盟店規約 無 無 無 47



ペーパーレス化に関する調査の進め⽅
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 本年度調査では、「消費者控」と「加盟店控」の利⽤状況と、電⼦交付へ切り替えた際に消費者や加盟店に不都合はないのか、
ペーパーレスのメリット・デメリットを整理する。
※カード会社控の保管義務については、本年度の調査の対象外とする。

 消費者
 ⽬的︓紙の消費者控の必要性・利⽤状況と電⼦交付へ切り替えた場合の影響を把握
 明らかにしたい項⽬︓

 紙の消費者控を”もらっている/もらっているがすぐに破棄している/もらっていない”の状況
⇒ ”もらっている”場合の理由

 紙の消費者控が発⾏されなくなり、電⼦データで消費者控が発⾏された場合の影響（不都合の有無）
⇒ “不都合がある”場合の理由

 店舗
 ⽬的︓紙の加盟店控・消費者控の利⽤状況と電⼦交付へ切り替えた場合の影響を把握
 明らかにしたい項⽬︓

 紙の加盟店控・消費者控を” 利⽤している/利⽤していない”の状況
⇒ ”利⽤している”場合の⽤途※消費者控については返品作業への影響等を想定

 紙の加盟店控・消費者控が発⾏されなくなり電⼦データが発⾏された場合の影響（不都合の有無）
⇒ “不都合がある”場合の理由

 本年度は消費者控と加盟店控について、消費者と加盟店を対象とした調査を⾏い、ペーパーレス
化を想定した際のメリット・デメリットを検証する。



本⽇議論いただきたいこと
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１. クレジットカード、電⼦マネー、コード決済に係るコスト構造
• コスト低減の可能性がある⼜は望ましい領域（逆に、品質維持等のため、コスト削減が難しい領

域）

２. 消費者周知のあり⽅素案
• 消費者への周知で効果的と考えられる⽅法
• 事業者による活⽤可能性

３. キャッシュレス決済に係る店舗における検証の進捗
• キャッシュレス決済導⼊店舗を増やす上で効果的と考えられる、店舗に⽰す定量情報

４. 今後の検討会の進め⽅について
• 第３回以降で掘り下げていくべき論点


